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○提出書類（編纂順） 

書類の名称 
新規申請 更新 

申請 

変更 

許可 

優良 

認定 法人 個人 

(１) 申請書第 1 面 ● ● ● ●  

(２) 申請書第 2 面 ● ● ● ●  

(３) 申請書第 3 面 ● ● ● ●  

(４) 手数料 ※６ ● ● ● ●  

(５) 定款の写し ● - ● ● ※３ 

(６) 法人登記履歴事項全部証明書 ● - ● ●  

(７) 住民票（本籍地（外国人の場合は国籍等）記載のもの） ● ● ● ●  

(８) 
登記されていないことの証明書 又は 

精神機能の障害の有無に関する医師の診断書 ※５ 
● ● ● ●  

(９) 法人登記履歴事項全部証明書（大口株主のうち法人であるもの） ● - ● ●  

(10) 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 ● ● ● ●  

(11) 様式第七号の１ ● ● 省略可 省略可 ※３ 

(12) 様式第七号の２ ● ● 省略可 省略可  

(13) 
事業の用に供する施設に係る仕様書・構造図・設計計算書 

（最終処分場以外） 
● ● 省略可 省略可  

(14) 事業の用に供する施設の使用権原を有することを示す書類 ● ● 省略可 省略可  

(15) 様式第七号の３（最終処分場である場合） ● ● 省略可 省略可  

(16) 
事業の用に供する施設の平面図・断面図・設計計算書 

（最終処分場に係るもの） 
● ● 省略可 省略可  

(17) 事務所平面図・付近図 ● ● 省略可 省略可  

(18) 事業場平面図・付近図 ● ● 省略可 省略可  

(19) 保管施設平面図・付近図 ※１ 省略可 省略可  

(20) 保管施設面積計算書・容量計算書 ※１ 省略可 省略可  

(21) 事業場及び保管施設に係る土地・建物登記簿謄本 ● ● 省略可 省略可  

(22) 事業場及び保管施設に係る使用承諾書又は賃貸借契約書等 ※２ 省略可 省略可  

(23) 様式第七号の４ ● ● 省略可 省略可  

(24) 様式第七号の５ ● ● 省略可 省略可  

(25) 様式第十一号 ● ● 省略可 省略可 ※３ 

(26) 様式第十二号 ● ● ● ●  

(27) 様式第十三号 - ● ● ●  

(28) 貸借対照表（直近３年間分） ● - ● ● ※４ 

(29) 損益計算書（直近３年間分） ● - ● ● ※４ 

(30) 株主資本等変動計算書（直近３年間分） ● - ● ● ※４ 

(31) 個別注記表（直近３年間分） ● - ● ● ※４ 

(32) 預貯金等残高証明書 - ● ●   

(34) 納税証明書（法人：法人税、個人：所得税）（直近３年間分） ● ● ● ● ※４ 

(35) 誓約書 ● ● ● ●  

※1・・・保管施設を有する場合のみ。 

※2・・・申請者が所有権を有しない場合のみ。 

※3・・・優良認定を受けた処理業者からの申請においては、省略可能。 

※4・・・優良認定を受けた処理業者からの申請においては、省略可能であるが、優良認定の更新を行う 

場合は優良認定の申請書類に添付が必要。 

※5・・・欠格要件に該当する可能性がある場合は、精神機能の障害の有無に関する診断書の添付が必要。 

※６・・・電子申請システムでの納付の場合は申請書第１面の右上空白部に整理番号を記載、キャッシュレ

ス端末による納付の場合は利用明細書を提出、手数料納付書での納付の場合は納付済証及び納付

済証照合票を提出してください。 

省略可・・内容に変更のない場合に限り、省略可能。 
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留意事項 
１ 提出部数 
  原則として、正本 1 部、副本 2 部（保健所控え 1 部、申請者控え 1 部）とします。 
※複数の保健所の管轄区域内に事業場を有する場合は提出部数が異なりますので、資源循環推進
課または最寄りの県立保健所へ事前にご確認ください。 

 
２ 官公署発行書類について 
  住民票、登記事項証明書、納税証明書等の官公庁証明書類については、発行日から３か月以内
の原本（コピー不可）を提出してください。（ただし、職員による原本照合は可能です。） 

 
３ 先行許可証を提出する場合 
 ○先行許可証として提出する許可証について、以下の要件を満たす必要があります。 

・産業廃棄物収集運搬業許可証（産業廃棄物処分業許可証、産業廃棄物処理施設設置許可証で
も可）の記載事項 6 項目目の「規則第 9 条の２第８項（特別管理産業廃棄物収集運搬業の場
合は規則第１０条の１２第２項、産業廃棄物処分業の場合は規則第 10 条の４第７項、特別
管理産業廃棄物処分業の場合は規則第 10 条の 16 第２項、産業廃棄物処理施設の場合は規
則第 11 条第８項）の規定による許可証の提出の有無」が「無」であること。 

・当該許可の日から５年を経過していないこと。（更新申請中のみなし許可にある許可証は、
原則、期限切れとみなします。） 

 ○添付が省略できる書類 
＜申請者が個人の場合＞ 
・誓約書 
・住民票 
・登記されていないことの証明書 又は 精神機能の障害の有無に関する医師の診断書 

＜申請者が法人の場合＞ 
・誓約書 
・役員、大口株主及び政令で定める使用人に係る住民票、登記されていないことの証明書 又
は精神機能の障害の有無に関する医師の診断書 

・大口株主が法人である場合は、当該法人の履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 
※ただし、先行許可証の申請時に提出した住民票、登記されていないことの証明書 又は精神
機能の障害の有無に関する医師の診断書、大口株主が法人である場合は当該法人の履歴事項
全部証明書（登記簿謄本）のコピーを添付してください。また、先行許可証申請時から役員
等に変更がある場合は、当該事項を届け出た変更届、その際に添付した住民票等のコピーを
添付してください。 

 

４ 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 

         講習会区分 

申請区分 

産業廃棄物の処分過程 特別管理産業廃棄物の処分課程 

新規※１ 更新※１ 新規※１ 更新※１ 

新規許可申請 
産業廃棄物 〇 ×※2 〇 ×※２ 

特別管理産業廃棄物 × × 〇 ×※２ 

更新許可申請 〇 〇 〇 〇 

※１講習会修了証は、修了証に記載された日付から次の期間を有効と取り扱っています。 

   新規講習会修了証・・・５年 

   更新講習会修了証・・・２年 

  なお、変更許可申請の際には、直近の許可申請時に有効な修了証の写しの添付で構いません。 

※２更新講習会の修了証により新規許可申請を行うことができる場合がありますので、詳細は資源
循環推進課または最寄りの県立保健所までお問い合わせください。 

※３申請に際しては、次の方が講習会を修了していることが必要です。 

  個人の場合・・・申請者本人、政令使用人  

  法人の場合・・・代表者、役員（監査役及び社外取締役を除く。）又は政令使用人 
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★その他、申請に関しご不明な点は下記まで問い合わせください。 

名称 管轄区域 住所 電話番号 

西彼保健所 西海市、長与町、時津町 
〒８５２－８０６１ 

長崎県長崎市滑石１－９－５ 

０９５－ 

８５６－５０２２ 

県央保健所 
諫早市、大村市、東彼杵町、

川棚町、波佐見町 

〒８５４－００８１ 

長崎県諫早市栄田町２６－４

９ 

０９５７－ 

２６－３３０５ 

県南保健所 島原市、雲仙市、南島原市 

〒８５５－００４３ 

長崎県島原市新田町３４７－

９ 

０９５７－ 

６２－３２８８ 

県北保健所 平戸市、松浦市、佐々町 

〒８５９－４８０７ 

長崎県平戸市田平町里免１１

２６－１ 

０９５０－ 

５７－３９３３ 

五島保健所 五島市 
〒８５３－０００７ 

長崎県五島市福江町７－２ 

０９５９－ 

７２－３１２５ 

上五島保健所 小値賀町、新上五島町 

〒８５７－４２１１ 

長崎県南松浦郡新上五島町有

川郷２２５４－１７ 

０９５９－ 

４２－１１２１ 

壱岐保健所 壱岐市 

〒８１１－５１３３ 

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触

６２０－５ 

０９２０－ 

４７－０２６０ 

対馬保健所 対馬市 

〒８１７－８５２０ 

長崎県対馬市厳原町宮谷２２

４ 

０９２０－ 

５２－０１６６ 

資源循環推進課 長崎市、佐世保市、県外 
〒８５０－８５７０ 

長崎県長崎市尾上町３－１ 

０９５－ 

８９５－２３７５ 

 

 


